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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年９月２０日（火） 午前１０時２６分 開会 

               午後 ０時 ４分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 香 川 良 平  委  員 増 永 和 起 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 光 好 博 幸   

  議  長 南 野 直 司  副 議 長 三 好 俊 範 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 橋 本 英 樹 同局次長 大 西 健 一 

同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  同局副主査 米 山 大 輝 

 

１．案件 

・一般質問の質問者ごとの割当時間について 

・議員提出議案の議事日程、扱いについて 

・請願・陳情者に対する説明機会の付与について 

・議員の長期欠席に係る条例の見直しについて 
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（午前１０時２６分 開会） 

○村上英明委員長 議会運営委員会を開

会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、西谷委員

を指名します。 

 それでは一般質問の質問者ごとの割り

当て時間について、既に自民党・市民の会、

民主市民連合及び無所属の森西議員につ

きましては割り当て時間が確定をしてい

ますので、大阪維新の会より割り当て時間

をお願いいたします。 

○香川良平委員 出口１６分、塚本１６分、

香川１６分です。 

○村上英明委員長 公明党は村上１５分、

水谷議員１５分、福住議員１５分、藤浦議

員１５分です。 

○村上英明委員長 日本共産党。 

○増永和起委員 増永１８分、野口１５分、

弘１５分です。 

○村上英明委員長 事務局から確認をお

願いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは令和４年第

３回定例会における一般質問の割り当て

時間について確認させていただきます。 

 大阪維新の会、出口議員１６分、塚本議

員１６分、香川議員１６分。 

 公明党、村上議員１５分、水谷議員１５

分、福住議員１５分、藤浦議員１５分。 

 自民党・市民の会、光好議員１２分、松

本議員１２分、嶋野議員１２分。 

 日本共産党、増永議員１８分、野口議員

１５分、弘議員１５分。 

 民主市民連合、西谷議員１２分、三好義

治議員１２分。 

 無所属、森西議員１２分。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 では、次に意見書等の

議事日程、扱いについて協議を行います。 

 事務局から説明をお願いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは議会議案の

上程にかかわりまして、９月２６日の議事

日程について説明申し上げます。 

 この日につきましては日程１、一般質問

に続きまして、日程２、議案第３９号など

７件の付託案件に関する委員長報告、採決

となります。 

 この７件を採決グループごとにまとめ

て備考欄に採決の方法を記入いたします。 

 先ほどの協議会での態度表明をもとに

整理いたしますと、議案第３９号が起立採

決、議案第４０号、議案第４１号、議案第

４２号、議案第４４号、議案第４５号及び

議案第４６号が一括簡易採決でございま

す。 

 日程３、本日上程が決まりました意見書

案でございまして、一括上程の上、即決で

ございます。 

 採決グループで申し上げますと、議会議

案第１５号及び議会議案第１６号は一括

簡易採決と備考欄に記載いたします。 

 なお、この議事日程並びに議会議案につ

きましては、９月２６日の本会議開会まで

に議場配付させていただきます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 ただいまの事務局の

説明のとおり、決定することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 異議ないようですの

で、そのように決定します。 

 次に協議事項についてです。 

 まず請願・陳情者に対する説明機会の付

与についてであります。本件は、前回の本

委員会で趣旨説明の時間や参加人数など
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実施に際して必要となる事項の資料をお

渡しさせていただきました。 

 本日はお渡しをしていた資料のうち、ま

ず１番から５番までについて、一つずつ各

会派よりご意見をお伺いして決めたいと

思います。 

 では、提出期限からご意見をお願いいた

します。 

 自民党・市民の会からご意見をお願いい

たします。 

○光好博幸委員 会派としましては、２番

の招集告示でいいという意見でございま

す。 

○村上英明委員長 日本共産党、増永委員。 

○増永和起委員 日本共産党は招集告示

日の場合、提出期限日から議会運営員会ま

で二日間ぐらいしか間がないので、ちょっ

と大変かなと思いまして１番です。 

○村上英明委員長 民主市民連合の西谷

委員。 

○西谷知美委員 ２番でお願いします。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 ２番でお願いします。 

○村上英明委員長 公明党は１番目の定

例会前の議会運営委員会５営業日前とさ

せていただきます。 

 森西議員。 

○森西正議員 私も１番の議会運営委員

会５営業日前で。 

○村上英明委員長 日程のスケジュール

の関係で、招集告示日にすれば二日ほどし

かないというご意見もありました。招集告

示と意見を出されました自民党・市民の会

はどうでしょうか。 

○光好博幸委員 会派としては、時間に余

裕があったほうがよいという意見は当然

あったんですけれども、招集告示日と同日

としたほうがすっきりするという意見で

した。他会派の意見を尊重しながら最終的

には判断したいと思います。 

○村上英明委員長 民主市民連合、西谷委

員どうですか。 

○西谷知美委員 光好委員のご意見に近

いものがあるんですけれども、事務局的に

事務作業が大変な面がクリアできるので

あれば大丈夫です。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 １番という流れなので、

それでいいと思います。 

○村上英明委員長 令和元年の第１回定

例会から令和４年の第２回定例会までで、

提出日というか受付日等々調べた中では、

やっぱり７割強が議会運営委員会の５営

業日前までに出ている状況ですので、この

５日前にしても例えば招集告示日までに

しても大きな支障はないかと思っていま

す。その中で少し皆さんに目を通していた

だく時間を確保したほうがいいので、議会

運営委員会の５営業日前にさせていただ

いているんです。この方向で進めさせてい

ただくことでよろしいですか。何かご意見

ございますか。 

 いいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 提出期限つきまして

は定例会前の議会運営委員会５営業日前

にさせていただきます。 

 次、請願・陳情者への確認連絡について、

ご意見をお願いしたいと思います。 

 日本共産党の増永委員。 

○増永和起委員 １番で、全て事務局が行

うで。 

○村上英明委員長 民主市民連合の西谷

委員。 
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○西谷知美委員 １番で。 

○村上英明委員長 自民党・市民の会の光

好委員。 

○光好博幸委員 請願でいくと紹介議員

がしっかりと担ったほうがいいので、２番

です。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 私も２番がいいと思い

ます。 

○村上英明委員長 公明党は１番の全て

事務局で行っていただくで、態度表明させ

ていただきます。 

 次は森西議員。 

○森西正議員 私も１番の確認連絡は全

て事務局でいいと思います。 

○村上英明委員長 ２番目でご意見を賜

った大阪維新の会の香川副委員長、どうで

すか。 

○香川良平委員 事務局の負担がふえる

と思うんですけれども、皆さんがそういう

意見なら１番でいいと思います。 

○村上英明委員長 では、自民党・市民の

会の光好委員どうですか。 

○光好博幸委員 確認ですが、紹介議員の

趣旨説明までやる役割が非常に会派とし

ては重要だと認識していて、そういったこ

とも含め紹介議員がしっかりと対応すべ

きです。その分も全て事務局がやることに

変わる理解でいいのか、確認です。 

 そういう意味ではなく、確認連絡だけで

あれば１で問題はございません。 

○村上英明委員長 事務局から補足説明

お願いできますか。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 ここの意味合いとし

ましては、あくまで連絡を取ることについ

て事務局がするか、それとも請願紹介議員

が行うかになります。それ以外のところに

ついては、もう少し協議するところもござ

います。まずは、連絡についてのことで決

定いただければと考えていますので、ご協

議いただければと思います。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 単純に申し上げます

と窓口になっていただく、それだけでござ

います。光好委員がおっしゃっていただい

た当日の補足説明とか、趣旨説明というの

は別件で議論をしていただきますので、そ

こでまたご意見を賜ればと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 今、事務局から説明が

ございました。私が調べた中では、この４

年間の定例会の中で請願は１件もなかっ

た状況です。今後出てくる可能性もありま

すけども、事務局としての大きな負担はな

いと思ってるんです。そういうことを踏ま

えて自民党・市民の会としてご意見いかが

でしょうか。 

○光好博幸委員 今の事務局側のご説明

あるいは委員長の説明のように、事務連絡

だけの負担ということを鑑みたときには

１でもいいと判断します。 

○村上英明委員長 それでは、１番の事務

局が連絡していただくで集約をさせてい

ただきます。 

 次に、説明時間について、ご意見をお願

いいたします。 

 民主市民連合の西谷委員。 

○西谷知美委員 ２番が妥当と思います。 

○村上英明委員長 自民党・市民の会の光

好委員。 

○光好博幸委員 ２番です。 

○村上英明委員長 日本共産党の増永委

員。 
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○増永和起委員 ４番です。出席人数にも

かかわるんですけれども、３人がいいと思

って、３人来てくれたら５分ずつ話しても

らったら１５分になる。短いのは何分でも

いいという話なので、せっかく市民の方が

自分たちの意見表明でいらっしゃるのに、

あまり短くて言えないのはどうなのか、市

民の政策提言として受けとめる意味でも、

ある程度の時間幅を取ることはいいんじ

ゃないかと思っております。４番です。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 ４番が妥当と思います。 

○村上英明委員長 公明党は２番の５分

以内です。 

 森西議員。 

○森西正議員 私も２番の５分以内で、反

対に時間が多くなるのは、ダラダラとなる

可能性があるので、妥当な時間は５分です。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時４３分 休憩） 

（午前１０時５２分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 暫時休憩中に、ご意見をいただきました

けども、１０分以内での方向が出ましたの

で、１０分以内で集約をさせていただきま

すが、それでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、１０分以内

にさせていただきます。 

 次に出席人数について、ご意見を賜りた

いと思います。 

 自民党・市民の会の光好委員。 

○光好博幸委員 ３番の３人です。 

○村上英明委員長 日本共産党の増永委

員。 

○増永和起委員 ３番、３人以内です。 

○村上英明委員長 民主市民連合の西谷

委員。 

○西谷知美委員 ３番の３人以内でお願

いします。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 ３番でお願いします。 

○村上英明委員長 公明党も３人以内で

いきます。 

 森西議員。 

○森西正議員 ３番です。 

○村上英明委員長 出席人数は３人以内

で集約をさせていただきます。 

 次に、説明後の質疑について、ご意見を

お伺いします。 

○村上英明委員長 日本共産党の増永委

員。 

○増永和起委員 １番の行うで。 

○村上英明委員長 民主市民連合の西谷

委員。 

○西谷知美委員 １番の行うでお願いし

ます。 

○村上英明委員長 自民党・市民の会の光

好委員。 

○光好博幸委員 せっかく来られてます

ので、１番にします。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 １番でお願いします。 

○村上英明委員長 公明党も１番です。 

 森西議員。 

○森西正議員 １番です。 

○村上英明委員長 ５番目の説明後の質

疑については行うで集約をさせていただ

きます。 

 次に、その他とさせていただいておりま

す。その他についてご意見があればお伺い

をしたいと思います。 

 自民党・市民の会の光好委員。 
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○光好博幸委員 会派の中で議論があっ

たのを今日決めるかどうかは別にして、ご

紹介させていただきます。陳情について、

今回陳情者が直接説明する機会を設けま

すので、例えば事前に来て説明される機会

はなくして、その陳情のときにしっかりと

説明するとしたほうがいいという意見が

ございました。 

○村上英明委員長 とりあえず、その他の

ご意見だけ先にお聞きをして、あとで一つ

ずつまた改めて態度というか、お聞きして

いきたいと思います。 

 ほか、ご意見はございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 請願についてなんです。

請願者が説明をするのか、それとも紹介議

員が説明をするのかは、請願者だけしか説

明したらあかんとか、また紹介議員しかあ

かんとかにするんではなくて、例えば両方

がするのはありだとか、いろんなことを柔

軟な形で説明や質疑への応答ができる形

を取ったほうがいいんじゃないのかとの

意見が上がっていました。 

 請願・陳情の両方について、さっき説明

後の質疑は行うが多かったと思うんです。

この最初の説明と説明後の質問はもちろ

んですけれども、その質問に対して答える

わけです。その答える部分についても別に

時間制限をかけなくてもいいんじゃない

か。あまりダラダラ長いお答えやったら、

そこは委員長がまとめてくださいとか言

ってまとめてもらったらいいと思うんで

す。質疑の時間は別に制限をかけなくても

いいと、その２点です。 

○村上英明委員長 ほか。その他の項目で

ございますか。 

 よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは自民党・市民

の会からご意見を賜っておりました陳情

に関しまして、説明の機会を委員会で設け

ていくにあたっては自粛していただきた

い件につきましてご意見を賜っていきた

いと思います。 

 民主市民連合の西谷委員。 

○西谷知美委員 場合によってはあって

もいいと思いますが、そこまで制限する必

要はないと思います。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時５８分 休憩） 

（午前１１時 ３分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 それでは大阪維新の会の香川副委員長。 

○香川良平委員 大阪維新の会としては

事前説明の制限をかけるべきではないと

考えています。 

○村上英明委員長 日本共産党の増永委

員。 

○増永和起委員 市民の方が自分たちの

意見を聞いてほしいと回られることに制

限をかけることはできないと思います。会

派が必要ないと思えば、それは会派が断れ

ばいいだけなので、自粛を求めるのは違う

と思います。 

○村上英明委員長 公明党は説明の機会

を新たに設けることも踏まえて、事前はで

きれば自粛していただきたいというご意

見も出ておりました。 

 森西議員。 

○森西正議員 全ての会派を説明に回る

のは説明機会をつくりましたのでどうか

と思うんです。ただ、陳情から意見書をお

願いする際には、やっぱり話をして説明を

しないと陳情される方も意見書という形

にならないので、そこは制限をすべきでは

ないと思います。同じ説明をこの議会運営
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委員会の中でされるのに同じことを全会

派に回るのはどうかと思います。 

 そこは控えていただきたいと思います。 

○村上英明委員長 それぞれ会派から各

委員の意見を出していただきました。この

件については、一度持って帰っていただい

て、改めて会派で協議をしていただくこと

にさせていただきたいと思います。それで

よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶものあり） 

〇村上英明委員長 この件については、一

度会派に持って帰っていただくことにさ

せていただきます。 

 次に請願の紹介議員も提案説明をする

機会を設けることについて、日本共産党の

増永委員から提案がありました。その件に

ついてご意見を賜っていきたいと思いま

す。 

 自民党・市民の会の光好委員。 

○光好博幸委員 今聞いたばかりですの

で、会派の意見ではないけれども、私の意

見としてはフレキシブルにガチガチに決

める必要はないと思います。 

 ただ請願者の趣旨説明の機会を設ける

でいくと、原則的には請願者による説明が

前提として、例えば補足説明や、フォロー

といいますか、そういったところは紹介議

員がやってもいいと思います。 

 以上です。 

○村上英明委員長 民主市民連合の西谷

委員。 

○西谷知美委員 私もおおむね光好委員

の意見に賛成です。やはり説明機会を設け

るのでまずは持ってきた請願者の方が説

明されて、不慣れな部分は紹介議員が補足

すればいいと思います。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 私も同じ意見です。 

○村上英明委員長 公明党も同じで、紹介

議員としての補足説明でいいのではない

かと思います。 

 森西議員。 

○森西正議員 私も皆さんと同感で、同じ

意見です。 

○村上英明委員長 この件につきまして

の請願については、紹介議員の補足説明も

可能で集約させていただきます。それでよ

ろしいですか。 

 増永委員、よろしいですか。 

○増永和起委員 その質疑への応答も請

願者であったり、紹介議員であったり、そ

の質問の内容によってフレキシブルに柔

軟にやっていいということですね。 

○村上英明委員長 そうですね。先ほど決

めさせていただいた出席人数の中で紹介

議員と団体からの３名、合計４名の中で、

この質疑を行っていただくことにさせて

いただきます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時 ９分 休憩） 

（午前１１時２７分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 先ほどの紹介議員の補足説明をするか

否かにつきましては、この紹介議員という

立場を踏まえていただいて委員会で対応

していただくことで、補足説明は可能とさ

せていただきます。 

 それでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、それで進め

させていただきます。 

 次の質疑の時間を設けるか否かにつき

まして、ご意見を賜っていきたいと思って

います。 

 自民党・市民の会の光好委員。 
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○光好博幸委員 先ほど来からの議論の

中でありましたように、言い方悪いですけ

ど一旦やってみなきゃ分からないことも

ございます。特に現時点で明示する必要は

なくて、引き続き議論していったらいんじ

ゃないかと考えます。 

○村上英明委員長 民主市民連合の西谷

委員。 

○西谷知美委員 運用していく中で常識

を逸脱するケースがあった場合のみ、また

議論すればいいと思います。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 私も運用していく中で、

今後まずいのであれば制限とか設けてい

くなり考えていけばいいと思います。 

○村上英明委員長 公明党といたしまし

ても、とりあえず設けない形で進め、もし

ご異議等があるならばそのときに改めて

議論していくこととさせていただきたい

と思っています。 

 森西議員。 

○森西正議員 皆さんと同意見で。 

○村上英明委員長 次に、説明者から委員

への質疑についてのお考えをお尋ねして

いきたいと思っています。 

 民主市民連合の西谷委員。 

○西谷知美委員 制限はかけずに行って

もいいかと思います。 

○村上英明委員長 自民党・市民の会の光

好委員。 

○光好博幸委員 そういったケースはち

ょっと想像できないんですけれども、決め

る必要があるならば一旦行わないでいい

んじゃないかと私は思います。 

○村上英明委員長 日本共産党の増永委

員。 

○増永和起委員 この件は会派で相談し

てきていないので、一旦持ち帰らせていた

だきたいと思います。 

○村上英明委員長 大阪維新の会の香川

副委員長。 

○香川良平委員 決める必要ないと思い

ます。別にあってもいいんじゃないかなと。

これもやっていく上で問題あれば変えて

いいと思います。 

○村上英明委員長 公明党といたしまし

ても、この件を議論してないので、持ち帰

りさせていただきたいと思っています。 

 森西議員。 

○森西正議員 例えば反対に説明者から

どういう質疑の内容が来るかちょっとイ

メージができないので、今の段階は行わな

くていいと思っているんです。また何かあ

ったときには、行う議論をしてもいいと思

うんです。 

○村上英明委員長 意見が分かれている

んで、持ち帰りにさせていただきたいと思

います。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それで持ち帰るにあた

って、他市でこういう説明者から委員への

質疑を認めていますよというところがあ

るんであれば、具体的にどんな質問なのか、

何でもありなのか、今、森西議員がおっし

ゃったどんな質問が出るか、あまりイメー

ジが私も沸いてないのが実態です。説明者

から委員への質問の具体例みたいなこと

が分かれば、イメージがしやすいので、会

派で議論するにも何かそういう具体的な

ことを教えてもらえたらと思います。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時３３分 休憩） 

（午前１１時４２分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 説明者から委員への質疑についてはお
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持ち帰りとさせていただきます。 

 この件については、事務局で他市の状況

等々を調べていただいて、改めて資料の提

出をお願いいたします。 

 それでは本日決定をしなかった内容に

ついては、次期委員に引き継いで１０月以

降の本委員会で協議の上、決定していきた

いと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

 では次に、議員の長期欠席等に係る条例

の見直しについてであります。 

 本件つきましては、前回の本委員会で委

員長団、議長団で協議を行うといたしまし

た。 

 協議の結果、議員報酬について学ぶため

に研修会を実施すべく講師の手配を事務

局に依頼しておりました。 

 講師につきましては、現在、摂津市議会

政務活動費検査員としてかかわりのある

弁護士に打診をしていただきましたけど

も、対応は難しいとの回答をいただきまし

た。 

 これらを踏まえまして、提案者でありま

す香川副委員長より事前に発言の申し出

を受けておりますので、発言の許可をいた

します。 

 香川副委員長。 

○香川良平委員 委員長から説明のあっ

たとおりです。前回の委員会で、議員報酬

について学ぶための研修会の必要性をと

いう声がありました。ぜひとも研修会は行

っていただきたいと思っております。今年

度でいいますと予算の流用をすればでき

るんですけれども、我々議員として行政の

予算執行のチェックをしている立場であ

りますので、流用してまで今年度、研修会

を開くのはどうかと思いました。 

 提案者である大阪維新の会の会派とし

てお願いしたいのは、新年度の予算で研修

会を開くため講師の予算をとっていただ

きたいと思っております。 

 研修会を経てから改めて長期欠席にか

かる条例化に向けての議論をしていきた

いと考えております。どうぞよろしくお願

いをいたします。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４５分 休憩） 

（午後 ０時 ３分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 先ほど香川副委員長から研修会の件で

ご発言いただきました。その件も踏まえて

次期委員に引き継いで１０月以降の本委

員会で研修会等の開催につきまして協議

をしていきたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

（「はい」と呼ぶものあり） 

〇村上英明委員長 それでは、そのように

決定します。 

最後に本委員会で次期委員に引き継ぐ

内容を確認したいと思います。 

 １点目が請願・陳情者に対する説明機会

の付与について。 

 ２点目が個人情報保護法の改正に伴う

条例の制定について。 

 ３点目が議員の長期欠席等にかかわる

条例の見直しについて。 

 ４点目が鳥飼まちづくりにかかる特別

委員会の設置について。 

 この４点を次期委員に引き継ぎますが、

それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 ご異議ございません

ので、そのように決定をさせていただきま

す。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午後０時４分 閉会） 
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